
開発事業における埋蔵文化財に関わる手続きフローチャート

凡例

開発計画

①周知の埋蔵文化財包蔵地の照会
窓口：西予市まなび推進課

該当なし 該当あり

工事の実施 ②「試掘調査依頼書」
「試掘調査承諾書」提出

試掘調査

③「周知の埋蔵文化財包蔵地内に
おける土木工事等届出(通知)書」提出

慎重工事 工事立会 発掘調査

慎重工事実施 工事立会実施 ④発掘調査の協議

発掘調査の契約

原因者負担の範囲

整理作業･報告書刊行

発掘調査の実施
工事の実施

（行政の事業の場合、
60日前をあらかじめ
提出に変更）

※工事実施の60日前
までに西予市教委に2
部提出


